
自転車シェアリング ポート用地共同利用検証事業について
－西新宿地域・池袋地域－

１ 利用状況

ポート別返却回数(R3.12月～R7.11月)

【池袋地域の利用回数の推移】※３社合計【西新宿地域の利用回数の推移】※３社合計
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自転車シェアリング ポート用地共同利用検証事業について
－西新宿地域・池袋地域－

２ 運営上必要となるルール

運営に当たっては事業者間で下記について取り決め、ルールとして運用することが考えられる。

【ポート運用ルール等】

⚫ 台数制限
自転車の溢れによる他ポートへの自転車混在を防ぐため、

     各社返却台数制限を実施

⚫ 事業者間の自転車混在の防止
各社アプリ内POP等により他社ポートへの返却禁止等を

     ユーザーへ啓発

⚫ 放置自転車対策
     自転車シェアリング専用ポートの看板設置

各社がメンテナンス等の目的でポートの見回りを行った際
     などに、都度是正を実施
     必要に応じて放置自転車については注意紙を貼付

⚫ 清掃
各社がメンテナンス等の目的でポートの見回りを行った際

     などに、自社のポート清掃を実施

⚫ 問い合わせ先等
看板に各社の問合せ先を明記
緊急時の連絡先を都・各社で共有し、連携して対応

【アプリ内POP】

【放置自転車 注意】【各社看板 問い合わせ先】

【看板設置】
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